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公用車賃貸借 

仕様書 

笛吹市 



公用車賃貸借（普通運転免許対応トラック）仕様書 

１ 事 業 名  公用車管理事務 

２ 件 名  公用車賃貸借 

３ 納 入 場 所   笛吹市石和町市部７７７ 笛吹市役所 

４ 賃 貸 借 期 間  令和７年７月１日から令和１２年３月３１日（５７ヶ月） 

５ 賃 貸 借 台 数  １台 

６ 車種性能及び装備品等 

① 種別・用途  小型自動車規格 普通運転免許対応トラック 新車（国産車） 

② 総 排 気 量  １８００ｃｃ以上２０００ｃｃ以下 

③ 乗 車 定 員  ３名 

④ 車 体 寸 法   

全長４，５００ｍｍ以上 全幅１，６５０ｍｍ以上 

全高１，９００ｍｍ以上２，１００ｍｍ以下 

⑤ 荷台内寸法  

長さ２，８００ｍｍ以上  幅１，５００ｍｍ以上 高さ１５０ｍｍ以上  

⑥ 車両総重量  ３，５００ｋｇ未満 

⑦ 駆 動 方 式  ２ＷＤ 

⑧ 免 許 区 分  普通運転免許 

⑨ ミッション  オートマチック 

⑩ 車 体 色  ホワイト系 

⑪ 装備・付属品（標準若しくはオプションで装備または装着していること）  

・標準装備ほか 

・エアバック（運転席、助手席） 

・フォグランプ LED 

・ＥＴＣ（セットアップ含む） 

・ヘッダートレイ（運転席、センター、助手席） 

・リモコン付きスペアキー 

・ドライブレコーダー（エンジン起動時常時撮影） 

・ステンレス製ライセンスホルダー（フロント、リア） 

・床鉄板張（平鉄板全面１.６㎜） 

・荷台マット 

・ラバーマット 

・アクリル製ドアバイザー 

・タイヤチェーン（バンド含む）シングル 



・停止表示板 

・エアコン 

・パワーステアリング 

・パワーウインドウ 

・ＡＭ／ＦＭラジオ 

・フロアーマット 

・スタッドレスタイヤホイール付 

 

７ 文字入れ 

① 「市指定文字（black100%）、11 文字（FUEFUKI CITY）左右文字配列は同じ」 

   文字入れ位置及びサイズについては、一辺 15ｃｍ 両側 2 ヵ所（貼り付け位置に

ついては別紙写真を参照のこと） 

② 「市章（DIC-141）」 

文字入れ位置及びサイズについては、一辺 15ｃｍ 両側 2 ヵ所（貼り付け位置

については別紙写真を参照のこと） 

 

  「市章 FUEFUKI CITY」 

 

８ ドライブレコーダー 

① 想定機種(コムテック HDR-204G)と同等の性能で最新型 

    ・液晶モニター 

    ・カメラ、200 万画素以上 

    ・メモリーカード、16GB 以上 

    ・マイクスピーカー有り 

    ・G センサー搭載 

※電源についてはシガーソケットからでなく、直接バッテリーから使えるようにす

ること。また、シガーソケットから供給する電圧を下げないようにすること。 

 

９ 賃貸借内容 

① リース方式  メンテナンスリース 

② 月間走行距離 1,000Ｋｍ程度 

③ 車両の残価  500,000 円（諸税、リサイクル料を除く）   

④ 支払い方法  年度毎のリース料を合計し一括して支払うこととする。 

⑤ 下記に記載するメンテナンスを含む 

⑥ 租税公課等の費用を含む（リサイクル料は除く）（返戻金が発生した場合は賃貸借



業者に還付する） 

⑦ 賃貸借期間終了後に再リースを行なうことを可能とする。 

⑧ 賃貸借期間終了後の車両については、車両残価にて市が買い取ることを可能とす

る。その際の名義変更費用は賃貸借業者が負担する。 

 

１０ メンテナンス 

① メンテナンス施工業者については、市内の業者で行なうこと。 

② 賃貸借期間中の自動車検査（道路運送車両法第 58 条に規定する検査）及びそれに

付随する費用を含む。 

③ 道路運送車両法第 48 条に規定される定期点検整備 

④ 笛吹市の指定する点検（6 ヶ月点検）※別紙参照     

⑤ 一般整備・消耗品交換（プラグ・電球・ヒューズ・ベルト類・ワイパーゴム等） 

※機能不良及び機能低下が発生した場合は直ちに整備交換等を行なう。 

⑥ バッテリー交換及びバッテリー補充液 

※受託者側の判断もしくは、不具合の発生により笛吹市の申出により対応する。 

⑦ エアコン修理及びガス補充 

⑧ エンジンオイル交換・オイルエレメント交換 

※エンジンオイルは 1 年に 1 回若しくは、概ね 10,000～20,000Km 毎に 1 回行う

こと。 

※オイルエレメントは 2年に 1回若しくは、オイル交換 2回につき 1回行うこと。 

⑨ タイヤ交換 

・タイヤ交換基準はタイヤ溝 2.4ｍｍ以下もしくは１ヶ所以上のスリップサイン表 

示された場合（パンク修理は含めないものとする）。 

・夏用ラジアルタイヤ・冬用スタッドレスタイヤの交換 

・ラジアルタイヤは 4 本 1 セットを準備すること 

・スタッドレスタイヤは、スリップサイン表示されなくても、契約期間中に 1 回 

交換する。当初ホイールと共に 4 本 1 セットを準備し、交換時期にタイヤ 1 セ 

ットを準備する。 

⑩ メンテナンス時の代車は、不要とする。 

⑪ 事故・事故時の緊急な対応 

※事故・事故時の緊急時のトラブルについて 24 時間一年を通じて対応すること。 

 

 

 

 



１１ 契約解除の解約金 

① 滅失、笛吹市の責に帰す事由による毀損により契約解除となる場合、車両損害金、

未払いリース料を含む全ての解約に伴う費用を解約金として賃貸借業者に支払う

こととする。 

② 上記の場合の解約金上限額については下表のとおりとし、この範囲内で協議の上

決定する。 

年数 期  間 解約金上減額 

１年目 令和 7年 7月 1日～令和 8年 6月 30日 賃貸借車両価格の 100％ 

２年目 令和 8年 7月 1日～令和 9年 6月 30日 賃貸借車両価格の 85％ 

３年目 令和 9年 7月 1日～令和 10年 6月 30日 賃貸借車両価格の 70％ 

４年目 令和 10年 7月 1日～令和 11年 6月 30日 賃貸借車両価格の 55％ 

５年目 令和 11年 7月 1日～令和 12年 3月 31日 賃貸借車両価格の 40％ 

※令和 7年 7月 1日納車の場合 

（例）賃貸借車両価格 1,000,000円 

令和 8 年 7 月 10 日に全損（解約金額以上の修理費用）の事故で契約解除となった場

合の解約金上限額。1,000,000円×85％＝850,000円 

※上記期間は令和 7年 7月 1日に納車した場合（同日が基準日）。 

 

１２ その他 

① 契約時に車両価格を提示すること 

② 契約の翌日から令和 7年 6月 30日までを準備期間とし、令和 7年 7月 1日からの

賃貸借期間開始とする。 

③ 実際の走行距離が、賃貸借内容の月間走行距離で示す 1,000Ｋｍ程度から変動し

ても精算は行わない。また、法定費用、租税、諸費用が変動しても精算は行わな

い。 

④ 納車が期日に間に合わない場合は、同等仕様の代車を用意すること。 

※上記場合については、請負者の負担とする。 

 


